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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第４区分
【発行日】令和2年5月21日(2020.5.21)
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【手続補正書】
【提出日】令和2年4月1日(2020.4.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の変位部材、第２の変位部材および固定部材を備える発電素子であって、
　前記第１の変位部材と前記第２の変位部材は、第１の弾性変形体を介して接続され、
　前記第１の変位部材と前記固定部材は、第２の弾性変形体を介して接続され、
　前記第１の変位部材は、前記第２の変位部材を取り囲む第１の枠状構造体として構成さ
れ、
　前記固定部材は、前記第１の枠状構造体を取り囲む第２の枠状構造体として構成され、
　前記第１の枠状構造体の外面の少なくとも一部にはエレクトレット材料層および対向電
極層の一方が設けられ、前記第２の枠状構造体の内面の少なくとも一部にはエレクトレッ
ト材料層および対向電極層の他方が設けられていることを特徴とする発電素子。
【請求項２】
　前記第１の枠状構造体は、
　　第１の変位内面と、
　　前記第１の変位内面に対向する第２の変位内面と、
　　前記第１の変位内面と前記第２の変位内面とを接続する接続内面と、
　　前記第１の変位内面と反対側の第１の変位外面と、
　　前記第２の変位内面と反対側の第２の変位外面と、
　　前記第１の変位外面と前記第２の変位外面とを接続する接続外面と、を有し、
　前記第２の枠状構造体は、
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　　前記第１の変位外面に対向する第１の固定内面と、
　　前記第２の変位外面に対向する第２の固定内面と、を有し、
　前記第１の変位外面にはエレクトレット材料層および対向電極層の一方が設けられ、前
記第１の固定内面にはエレクトレット材料層および対向電極層の他方が設けられているこ
とを特徴とする請求項１に記載の発電素子。
【請求項３】
前記第１の変位外面には、第１の変位凸部が設けられ、
　前記第１の固定内面には、第１の固定凸部が設けられ、
前記第１の変位凸部にはエレクトレット材料層および対向電極層の一方が設けられ、前記
第１の固定凸部にはエレクトレット材料層および対向電極層の他方が設けられていること
を特徴とする請求項２に記載の発電素子。
【請求項４】
　前記第２の変位外面にはエレクトレット材料層および対向電極層の一方が設けられ、前
記第２の固定内面にはエレクトレット材料層および対向電極層の他方が設けられているこ
とを特徴とする請求項２または３に記載の発電素子。
【請求項５】
前記第２の変位外面には、第２の変位凸部が設けられ、
　前記第２の固定内面には、第２の固定凸部が設けられ、
前記第２の変位凸部にはエレクトレット材料層および対向電極層の一方が設けられ、前記
第２の固定凸部にはエレクトレット材料層および対向電極層の他方が設けられていること
を特徴とする請求項４に記載の発電素子。
【請求項６】
　第１の変位部材、第２の変位部材および固定部材を備える発電素子であって、
　前記第１の変位部材と前記第２の変位部材は、第１の弾性変形体を介して接続され、
　前記第１の変位部材と前記固定部材は、第２の弾性変形体を介して接続され、
　前記第１の変位部材は、前記第２の変位部材を取り囲む第１の枠状構造体として構成さ
れ、
　前記第２の変位部材は、板状構造体により構成され、
　前記固定部材は、前記第１の枠状構造体を取り囲む第２の枠状構造体として構成され、
　前記固定部材は、前記板状構造体の変位面に対向する側面を有する柱部を有し、
　前記板状構造体の前記変位面にはエレクトレット材料層および対向電極層の一方が設け
られ、前記柱部の前記側面にはエレクトレット材料層および対向電極層の他方が設けられ
ていることを特徴とする発電素子。
【請求項７】
　前記板状構造体の前記変位面には変位凸部が設けられ、
　前記変位凸部の頂面と前記柱部の前記側面とは対向しており、これら対向面のうち、一
方にはエレクトレット材料層が設けられ、他方には対向電極層が設けられていることを特
徴とする請求項６に記載の発電素子。
【請求項８】
　第１の変位部材、第２の変位部材および固定部材を備える発電素子であって、
　前記第１の変位部材と前記第２の変位部材は、第１の弾性変形体を介して接続され、
　前記第１の変位部材と前記固定部材は、第２の弾性変形体を介して接続され、
　前記第１の変位部材は第１の発電面を有し、前記固定部材は前記第１の発電面に対向す
る第２の発電面を有し、
　前記第１の発電面および前記第２の発電面のうち、一方の面にはエレクトレット材料層
が設けられ、他方の面には対向電極層が設けられ、
　前記第１の変位部材は、前記第２の変位部材を取り囲む第１の枠状構造体として構成さ
れ、
　前記固定部材は、前記第１の枠状構造体を取り囲む第２の枠状構造体として構成され、
　前記第２の枠状構造体には前記第１の枠状構造体に向かって突出するストッパ突起が設
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けられていることを特徴とする発電素子。
【請求項９】
　前記第２の変位部材には重錘体が接合されていることを特徴とする請求項１～８のいず
れかに記載の発電素子。
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